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優先評価化学物質の指定の取消し
（法第11条）

第二種特定化学物質の指定（法第2条3項）
について審議会の意見聴取 有害性情報の提出の求め（法第10条第1項） 有害性情報の報告（法第41条）

取扱い状況の報告の求め（法第42条） 自主的な取扱い状況の報告
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排出地点、排出量、モニタリングデータ等を
精緻化して評価Ⅱを実施

学
物
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取扱い状況の報告の求め（法第42条） 自主的な取扱い状況の報告
追加モニタリング等

有害性調査指示
（法第10条第2項)
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優先評価化学物質の指定の取消し
（法第11条）

第二種特定化学物質の指定（法第2条3項）
について審議会の意見聴取

有害性調査の結果を踏まえて評価Ⅲを実施

リスク評価（二次）

第二種特定化学物質の指定（法第2条3項）
について審議会の意見聴取

優先評価化学物質の指定の取消し
（法第11条）


